
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｇ２－９０００ 車両部品及び付属品 

 
D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

G２－９００ 全 車両部品及び付属品 

Ｇ２－９０８ 全 車両用方向指示器 

G２―９１０ 一 車両用車輪及びクロ－ラ 
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ８－２００ 自動車用内燃機関 
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

自転車用方向指示器 自動車用ドアミラ－カバ－ 無限軌道用ベルト 

車両用方向指示器 運搬車用車輪 車両用タイヤ履板 

   
D-CLASS8 

定義 

  車両部品、および自動車と自動二輪車、自動二輪車と自転車のように、二つ以上の車両にも利用される

  部品付属品で、下位の分類および他分類に分類されないものを含む。 

  

  車両用の方向指示器、車両用の車輪等。 

 

     登録１０６０４２３号         登録１０４３５２５号           登録１１６８２４９号 

     車両用タイヤ履板         自転車用方向指示器          牽引具 

 

 

 

 

 

 

   

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

  自動車用牽引連結具（Ｇ２－２９１００） 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

   
D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

車両等牽引用帯 自動車用サイドミラ－のバイザ－ 牽引具 

静電気放電アンテナ 自動車用用予備タイヤ保持器  

 


